
 

令和６年度木造住宅耐震改修補助のご案内 

市では、国・県と連携して木造住宅の耐震改修を希望される方に改修費用の一部助成を

行います。 

 

対象となる者 

 １）自ら居住するため市内に所有する木造住宅の所有者 

 ２）耐震診断及び耐震補強プラン作成済みの方 

   （耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士が作成したもの） 

 ３）令和７年１月３１日までに耐震改修工事を完了する見込みのある者 

４）市税を滞納していない者 

※申込後、市の交付決定通知を受ける前に、工事契約を締結されている方は補助対象外

となりますのでご注意ください。 

 

対象となる住宅 

１）昭和５６年５月３１日以前に市内で建築された一戸建て木造住宅 

２）自ら居住するため所有する木造住宅 

３）坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等を行い、診断の結果、診断

評点が 1.0未満の木造住宅 

 

対象となる改修工事（一般診断法） 

 １）「住宅全体の耐震改修」診断評点を 1.0以上にする。 

 ２）「住宅全体の耐震改修」診断評点を 0.7以上にする。 

 ３）「特定居室の部分的な耐震改修」部分診断評点を 1.5以上にする。 

  ※特定居室とは、避難上有効な出入口または窓のある居室（居間・寝室・台所等をい

い、玄関・便所・浴室・廊下等は除く）のうち、１階にある部屋で１室以上のもの 

 

 ※福井県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことが必須となります。 

※補強工事と同時に行うリフォーム工事は、補助の対象とはなりません。 

 

補助金の額 

 １）「住宅全体の耐震改修」診断評点を 1.0以上又は 0.7以上にする。 

最大 １５０万円（耐震改修工事費の１００％以内） 

２）「特定居室の部分的な耐震改修」部分診断評点を 1.5以上にする。 

最大 １５０万円（耐震改修工事費の１００％以内） 

 

募集件数 

  ５件（抽選） 

 

抽選申込受付期間 

 令和６年５月７日（火）～５月２４日（金）午後５時必着 

※上記期間中に、坂井市役所本庁 2階の都市計画課までお越しいただき、抽選会のお申込

みをお願いいたします。 

※受付後に「抽選受付番号通知書」をお渡しいたします。 

 

 

 

 

 



 

抽選会 

 日時：令和６年５月２７日（月） 午前１０時 

 場所：坂井市役所本庁 多目的棟 1階 交流ホール 

※抽選は公開で職員が行います。申請者は出席不要ですが、希望する方は会場に入室可能

です。 

※当選者の発表はホームページで行い、当選者へはお電話にてご連絡いたします。 

※当選しなかった場合も、年度内は「抽選受付番号通知書」を保管しておいてください。 

 

補助金交付申請方法 

  当選後に市ホームページにある申請書に必要書類を添えて提出してください。 

 

提出先 

坂井市坂井町下新庄 1-1 坂井市建設部都市計画課（TEL0776-50-3052） 

 

お知らせ 

  この補助金は代理受領制度の利用が可能です。詳細は、お知らせの紙をご覧ください。 


